
１．平成１８年４月から、これまでの紙又は電子媒体に加えて、オンラインによる請求も可能としたところ。

２．

① 平成２０年４月からは、段階的にオンライン請求に限定

・ 病 院 ： 規模、コンピュータの機能・導入状況により、２０年度から（４００床以上）、

２１年度から（400床未満）等

・ 診療所 ： コンピュータの導入状況により、２２年度から（既に導入している診療所）、

それ以外は２３年度から

・ 薬 局 ： コンピュータの導入状況により、２１年度から（既に導入している薬局）、

それ以外は２３年度から

② 平成２３年４月からは、原則として全てのレセプトがオンライン化

レセプトのオンライン化
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≪これまでの取扱い≫

紙又は電子媒体

≪これまでの取扱い≫

紙のみ

平成１８年度中に電子媒体やオンラインを追加

平成２３年度からはオンラインのみ
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